
１．フリーランス法とは                                                                                          

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（いわゆる「フリーランス法」）が

令和６年１１月１日に施行されました。（令和５年５月１２日公布） 

この法律の趣旨は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安

定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者

について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる

ことにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備

を図るものです。 

 

２．フリーランス新法における規制の概要                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特定業務受託事業者 

 フリーランスに業務委託する事業者であって、従業員を使用するもの 

 ⇒（従来）シルバー人材センター  （変更後）発注事業者 

■特定受託事業者 

 発注事業者が業務委託する相手であって、従業員を使用しないもの 

 ⇒シルバー会員（フリーランス） 

 

３．なぜフリーランス法と契約方法の見直しが関連するのか                                                                                         

 従来のシルバー人材センターの契約は、「発注者⇦⇨センター」「センター⇦⇨シルバー会員」

の２段階であり、従来の契約方法では発注事業者と会員との間には直接的な関係が生じるこ

とはありません。このことから、フリーランス法の趣旨とシルバー会員が安全・安心して業

務に従事できる環境を確保する必要があると判断し、発注儀業者から会員に対して直接業務

委託が行われる形式となるよう令和８年４月１日より契約方法を見直すものです。 

 



■従来の契約方法 

 

■新契約方法（包括的契約関係） 

 

 従来の請負・委任形態による契約については、発注者はシルバー人材センターに対し業務

一式を業務委託していましたが、令和８年度からはセンターを通じてシルバー会員のマッチ

ングをすること等のルールをまとめた「センター利用規約」と、会員に示す就業条件等の書

類作成及びシルバー会員がセンターを通じて業務委託料を請求する代理請求日等のルールを

まとめた「会員業務就業規約」への同意を経て「センターに対するマッチング等の業務委

託」と「会員に対する業務委託」の２種類で発注・契約する形となります。 

 

 一方、シルバー会員においても、就業条件をセンターと発注事業者間で定めること等のル

ールをまとめた「会員業務就業規約」に同意したうえで、就業条件（会員業務仕様書）に同

意することで３者の包括的な契約関係の中で、発注事業者とシルバー会員間の業務委託契約

が成立する仕組みとなります。ただし、契約当事者はあくまでもセンターと発注事業者であ

り、発注事業者とシルバー会員とが直接契約を交わすものではありません、 



４．新契約方法における発注から契約までの流れ                                                                                         

変  更  後 

発注依頼 変更ありません。これまでどおりご依頼ください。 

発注される仕事の内容等をうかがい業務仕様などを調整します。 

【新】 

センター利用契約の

締結 

手続きはこれまでと変更ありません。 

変更点は、センターを利用して会員に業務委託することに係る契

約内容となります。 

【新】 

会員への就業条件の

明示と業務委託契約

の成立 

センターで対応しますので、発注者の作業は発生しません。 

センターが「会員業務仕様書」を作成し、会員に案内します。 

会員が業務仕様書の内容に同意すれば、発注者と会員の間で業務

委託契約が成立する仕組みとなります。 

【新】 

業務委託料の請求 

事務手続きの流れはこれまでと同じです。 

「センター業務委託料」と「会員業務委託料」に分かれた内訳の

請求書となり、センターがまとめて請求します。 

【新】 

適格請求書の発行 

「センター業務委託料」に係る適格請求書を発行します。 

「会員業務委託料」に係る適格請求書は発行できません。 

  

５．料金の一部について消費税の課税関係が変わります                                                                                         

■従来の契約方法の場合 

 発注事業者とセンター間の取引においては、センターが課税事業者であることから「セン

ター業務委託料」と「会員業務委託料」共にインボイスの発行ができるので、発注事業者は

料金すべてに対し仕入税控除額を受け正しい消費税額を納税することができます。 

 次に、センターとシルバー会員間の取引においては、センターが発注事業者から一旦受け

取った会員業務委託料をそのままシルバー会員に支払いますが、シルバー会員のほとんどが

年間課税売上額が 1,000 万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行する

ことができず「会員業務委託料」に含まれる消費税相当額は、センターが自前の財源で納税

しております。 

 

■新契約方法（包括的契約関係）の場合 

 発注事業者とセンター間の取引における「センター業務委託料」については、センターが

インボイスを発行することができます。 

 しかし、「会員業務委託料」については、発注事業者とシルバー会員間に契約関係が生じ

ることから、センターを経由するものの発注事業者がシルバー会員のに対して支払う形とな

り、本来であればシルバー会員がインボイスを交付する立場になりますが「消費税免税事業

者」であるためインボイスを発行することができません。 

 この結果、発注事業者は仕入控除額を受けることができず「会員業務委託料」に含まれる

消費税相当額の税負担が新たに発生することとなります。 

 

 



 

 

５．請求書の発行と内訳                          

令和８年度から、センターが発注事業者からいただく料金は下記の２つで構成される

こととなります。このため、請求書の様式も内訳が「適格請求書分」と「非適格請求書

分」に別れたものへ変更となります。また、「会員業務委託料」については、センターを

経由する形で発注事業者がシルバー会員に対して支払います。 

① 適格請求書分・・・センター業務委託料（事務費、センター材料費） 

② 非適格請求書分・・会員業務委託料（配分金） 

 

 


